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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年8月6日(2008.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて投稿される投稿情報
の信頼度を評価する投稿情報評価システムであって、
　前記クライアント端末は、
　前記クライアント端末の位置する位置データを取得することができる位置データ取得部
と、
　前記位置データを取得した日時データを取得することができる計時部と、
　前記位置データと前記日時データを記憶する記憶部と、
　前記投稿情報に、前記取得または記憶されている位置データと前記日時データとを添付
して送信する送信部と、
　を備え、
　前記サーバは、
　前記投稿情報を受信する受信部と、
　受信した前記投稿情報と前記位置データと前記日時データとに基づいて前記信頼度を評
価する信頼度評価部と、
　を備える投稿情報評価システム。
【請求項２】
　前記信頼度評価部は評価の対象となる施設の位置データと送信された前記位置データと
の間の距離に関連して信頼度を評価する請求項１に記載の投稿情報評価システム。
【請求項３】
　地図データを記憶する地図データ記憶手段と、
　前記施設の位置データの近傍の地図を検索する地図検索手段と、
　前記近傍の地図と当該地図データに前記投稿情報を表すアイコンとを表示する表示手段
と、をさらに前記サーバに備える請求項２に記載の投稿情報評価システム。
【請求項４】
　前記地図データに表示される前記投稿情報の絞込みを行う特定条件を入力する特定条件
入力手段と、
　入力された特定条件に従い前記投稿情報の絞込みをする絞込手段と、
　をさらに備え、前記表示手段は絞込みされた情報をさらに表示する請求項３に記載の投



(2) JP 2007-304977 A5 2008.9.18

稿情報評価システム。
【請求項５】
　クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて投稿される投稿情報
の信頼度を評価する投稿情報評価システムであって、
　前記クライアント端末は、
　指定した場合の前記クライアント端末の位置する位置データを継続して取得することが
でき、継続して取得した位置データログを記憶することができる位置データログ部と、
　前記位置データログとユーザ情報と該位置データログに基づいた投稿情報とを送信する
送信部と、
　を備え、
　前記サーバは前記投稿情報を受信する受信部と、
　受信した前記投稿情報を前記位置データログと前記ユーザ情報に基づき前記信頼度を評
価する信頼度評価部と、
　を備える投稿情報評価システム。
【請求項６】
　投稿情報を受信する受信部を備えたサーバと通信可能なクライアント端末であって、
　指定した場合の前記クライアント端末の位置する位置データを取得することができる位
置データ取得部と、
　前記位置データを取得した日時データを取得することができる計時部と、
　前記位置データと前記日時データを記憶する記憶部と、
　前記投稿情報の投稿の際に前記投稿情報と前記取得または記憶されている位置データと
前記日時データを添付して送信する送信部と、
　を備えたクライアント端末。
【請求項７】
　投稿情報を受信する受信部を備えたサーバと通信可能なクライアント端末であって、
　指定した場合の前記クライアント端末の位置する位置データを継続して取得することが
でき、継続して取得した位置データログを記憶することができる位置データログ部と、
　前記位置データログとユーザ情報と該位置データログに基づいた投稿情報とを送信する
送信部と、
　を備えたクライアント端末。
【請求項８】
　請求項６に記載のクライアント端末と通信可能なサーバであって、
　前記サーバは前記投稿情報を受信する受信部と、
　受信した前記投稿情報を添付された前記位置データと前記日時データに基づき信頼度を
評価する信頼度評価部と、
　を備えるサーバ。
【請求項９】
　前記信頼度評価部は評価の対象となる施設の位置データと送信された前記位置データと
の間の距離に関連して信頼度を評価する請求項８に記載のサーバ。
【請求項１０】
　地図データを記憶する地図データ記憶手段と、
　前記位置データの近傍の地図を検索する地図検索手段と、
　前記近傍の地図と当該地図データに前記投稿情報を表すアイコンとを表示する表示手段
と、をさらに備える請求項８または９に記載のサーバ。
【請求項１１】
　各コミュニティ参加者のデータを記憶する参加者記憶手段と、
　前記投稿情報の投稿者が前記各コミュニティ参加者であるか否かを判定する判定手段と
、
　前記投稿者が前記各コミュニティ参加者と判定された場合に前記投稿情報のアクセス者
が前記各コミュニティ参加者である場合に前記投稿情報の開示を許諾する許諾手段と、
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　をさらに備える請求項８乃至１０のいずれかに記載のサーバ。
【請求項１２】
　クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて紹介される投稿情報
の信頼度を評価する投稿情報評価方法であって、
　前記投稿情報に投稿者が取得した位置データと日時データを添付して前記クライアント
端末より送信するステップと、
　前記サーバは前記投稿情報を受信し、前記位置データと日時データに基づき信頼度を評
価する信頼度評価ステップと、
　を備える投稿情報評価方法。
【請求項１３】
　前記信頼度評価ステップは、投稿情報対象の店舗等の位置情報と投稿者が送信した位置
情報との距離により判定する請求項１２に記載の投稿情報評価方法。
【請求項１４】
　クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて紹介される投稿情報
の信頼度を評価する投稿情報評価方法であって、
　定期的に位置情報を取得するステップと、
　前記位置情報のログを記憶するステップと、
　前記投稿情報に投稿者のユーザ情報と前記ログを添付して前記クライアント端末より送
信するステップと、
　前記サーバは前記投稿情報を受信し、前記ログと投稿情報対象の施設の位置情報とに基
づき信頼度を評価する信頼度評価ステップと、
　を備える投稿情報評価方法。
【請求項１５】
　クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて紹介される投稿情報
の信頼度を評価する投稿情報評価システムに使用されるコンピュータ・プログラムであっ
て、
　前記クライアント端末に、
　定期的に位置情報を取得するステップと、
　前記位置情報のログを記憶するステップと、
　前記投稿情報に投稿者のユーザ情報と前記ログを添付して前記クライアント端末より送
信するステップと、
を実行させ、
　前記サーバに、
　前記クライアント端末より送信される投稿情報と位置情報のログ及び日時データを受信
し、前記ログと投稿情報対象の施設の位置情報と日時データに基づき前記投稿情報の信頼
度を評価する信頼度評価ステップと、
を実行させるコンピュータ・プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　（１）　クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて投稿される
投稿情報の信頼度を評価する投稿情報評価システムであって、前記クライアント端末は、
前記クライアント端末の位置する位置データを取得することができる位置データ取得部と
、
前記位置データを取得した日時データを取得することができる計時部と、前記位置データ
と前記日時データを記憶する記憶部と、前記投稿情報に、前記取得または記憶されている
位置データと前記日時データとを添付して送信する送信部と、を備え、前記サーバは、前
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記投稿情報を受信する受信部と、受信した前記投稿情報と前記位置データと前記日時デー
タとに基づいて前記信頼度を評価する信頼度評価部と、を備える投稿情報評価システム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（１）の発明によれば、クライアント端末は、位置データを取得することができる位置
データ取得部、位置データを取得した日時データを取得することができる計時部、前記位
置データと前記日時データを記憶する記憶部を備えている。クライアント端末が位置した
情報をあるレストラン等の投稿情報を取得した位置データ、日時データとともにサーバに
送信する。サーバは、これらの情報に基づいて信頼度評価部により投稿情報の信頼度を評
価する。位置データに位置データを取得した日時データを加えて投稿情報の信頼度を評価
するので、信頼度評価の信頼度が高めることができる。例えば、添付された日時データが
実際にそのレストランの営業日でなければその投稿情報の信頼度は非常に低いと評価する
ことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　（３）地図データを記憶する地図データ記憶手段と、前記施設の位置データの近傍の地
図を検索する地図検索手段と、前記近傍の地図と当該地図データに前記投稿情報を表すア
イコンとを表示する表示手段と、をさらに前記サーバに備える（２）に記載の投稿情報評
価システム。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　（３）の発明は、（２）に記載の発明に加えて、地図データを記憶する地図データ記憶
手段と、位置データの近傍の地図を検索する地図検索手段と、近傍の地図と当該地図上に
投稿情報を表すアイコンとを表示する表示手段とをさらにサーバに備えている。したがっ
て、投稿情報を閲覧する場合に閲覧対象の施設の位置データの近傍の地図が表示されるの
で近傍の状況を閲覧者は知ることができる。また、当該地図上に投稿情報を表すアイコン
が表示されるので、そのアイコンをクリックすることにより投稿情報を知ることができる
。
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【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　（４）前記地図データに表示される前記投稿情報の絞込みを行う特定条件を入力する特
定条件入力手段と、入力された前記特定条件に従い前記投稿情報の絞込みをする絞込手段
と、をさらに備え、前記表示手段は絞込みされた情報をさらに表示する（３）に記載の投
稿情報評価システム。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　（４）の発明によれば、地図データに表示される投稿情報の絞込みを行う特定条件を入
力する特定条件入力手段と、投稿情報の絞込みをする絞込手段と、を備え、絞込みされた
情報をさらに表示する。絞込みは、日付や季節またはキーワードにより行うことができる
。絞込みをすることにより多くの投稿情報のなかから適切なものを選択して表示するので
選択がやりやすくなる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　（５）クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて投稿される投
稿情報の信頼度を評価する投稿情報評価システムであって、前記クライアント端末は、指
定した場合の前記クライアント端末の位置する位置データを継続して取得することができ
、継続して取得した位置データログを記憶することができる位置データログ部と、前記位
置データログとユーザ情報と該位置データログに基づいた投稿情報とを送信する送信部と
、を備え、前記サーバは前記投稿情報を受信する受信部と、受信した前記投稿情報を前記
位置データログと前記ユーザ情報に基づき信頼度を評価する信頼度評価部と、を備える投
稿情報評価システム。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　（５）の発明では、クライアント端末は（１）の発明の位置データ取得部に替えて位置
データログ部を備える。取得した位置データログ部と該位置データログに基づいた投稿情
報とユーザ情報が送信される。サーバはこれらの情報を受信して、投稿情報を前記位置デ
ータログと前記ユーザ情報に基づき信頼度を評価する。ここで、ユーザ情報は、例えばユ
ーザの年齢、性別、住所、職業等である。位置データログは、例えば携帯電話機で位置デ
ータログを取得して、帰宅後位置データログをパーソナルコンピュータに転送する。そし
て、パーソナルコンピュータをクライアント端末として用いサーバに位置データログとと
もに投稿情報とユーザ情報を送信することもできる。
【手続補正１２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　（６）投稿情報を受信する受信部を備えたサーバと通信可能なクライアント端末であっ
て、指定した場合の前記クライアント端末の位置する位置データを取得することができる
位置データ取得部と、前記位置データを取得した日時データを取得することができる計時
部と、前記位置データと前記日時データを記憶する記憶部と、前記投稿情報の投稿の際に
前記投稿情報と取得または記憶されている前記位置データと前記日時データを添付して送
信する送信部と、を備えたクライアント端末。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　（６）の発明は、（１）から（４）の発明に用いることができるクライアント端末であ
る。（１）から（４）で説明した投稿情報評価システムに用いることにより同様な作用効
果がある。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　（７）投稿情報を受信する受信部を備えたサーバと通信可能なクライアント端末であっ
て、指定した場合の前記クライアント端末の位置する位置データを継続して取得すること
ができ、継続して取得した位置データログを記憶することができる位置データログ部と、
前記位置データログとユーザ情報と該位置データログに基づいた投稿情報とを送信する送
信部と、を備えたクライアント端末。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　（７）の発明は、（５）の発明に用いることができるクライアント端末である。（５）
で説明した投稿情報評価システムに用いることにより同様な作用効果がある。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　（８）（６）に記載のクライアント端末と通信可能なサーバであって、前記サーバは前
記投稿情報を受信する受信部と、受信した前記投稿情報を添付されて受信した前記位置デ
ータと前記日時データに基づき信頼度を評価する信頼度評価部と、を備えるサーバ。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　（８）の発明は、（６）の発明に用いることができるサーバである。（６）で説明した
投稿情報評価システムに用いることにより同様な作用効果がある。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　（９）前記信頼度評価部は評価の対象となる施設の位置データと送信された前記位置デ
ータとの間の距離に関連して信頼度を評価する（８）に記載のサーバ。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　（９）の発明は、（２）の発明に用いることができるサーバである。（２）で説明した
投稿情報評価システムに用いることにより同様な作用効果がある。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　（１０）地図データを記憶する地図データ記憶手段と、前記位置データの近傍の地図を
検索する地図検索手段と、前記近傍の地図と当該地図データに前記投稿情報を表すアイコ
ンとを表示する表示手段と、をさらに備える（８）または（９）に記載のサーバ。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　（１０）の発明は、（３）の発明に用いることができるサーバである。（３）で説明し
た投稿情報評価システムに用いることにより同様な作用効果がある。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　（１１）各コミュニティ参加者のデータを記憶する参加者記憶手段と、前記投稿情報の
投稿者が前記各コミュニティ参加者であるか否かを判定する判定手段と、前記投稿者が前
記各コミュニティ参加者と判定された場合に前記投稿情報のアクセス者が前記各コミュニ
ティ参加者である場合に前記投稿情報の開示を許諾する許諾手段と、をさらに備える（８
）から（１０）のいずれかに記載のサーバ。
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【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　（１１）の発明は、各コミュニティ参加者にのみ投稿情報を開示することを許諾する手
段を有する。したがって、投稿情報を関係する人にのみ送ることができる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　（１２）クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて紹介される
投稿情報の信頼度を評価する投稿情報評価方法であって、前記投稿情報の投稿の際に前記
投稿情報を投稿者が取得した位置データと日時データを添付して前記クライアント端末よ
り送信するステップと、前記サーバは前記投稿情報を受信し、前記位置データと日時デー
タに基づき信頼度を評価する信頼度評価ステップと、を備える投稿情報評価方法。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　（１３）前記信頼度評価ステップは、前記投稿情報対象の店舗等の位置情報と投稿者が
送信した位置情報との距離により判定する（１２）の投稿情報評価方法。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　（１２）および（１３）の発明は投稿情報評価方法に関するものである。これらの方法
を使うことにより、（１）、（２）で説明したのと同様な作用効果を得ることができる。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　（１４）クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて紹介される
投稿情報の信頼度を評価する投稿情報評価方法であって、定期的に位置情報を取得するス
テップと、前記位置情報のログを記憶するステップと、前記投稿情報の投稿の際に前記投
稿情報に投稿者のユーザ情報と前記ログを添付して前記クライアント端末より送信するス
テップと、前記サーバは前記投稿情報を受信し、前記ログと投稿情報対象の施設の位置情
報とに基づき信頼度を評価する信頼度評価ステップと、を備える投稿情報評価方法。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　（１４）の発明も投稿情報評価方法に関するものである。これらの方法を使うことによ
り、（５）で説明したのと同様な作用効果を得ることができる。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　（１５）クライアント端末とサーバにより構成されたＷｅｂサイトにおいて紹介される
投稿情報の信頼度を評価する投稿情報評価システムに使用されるコンピュータ・プログラ
ムであって、前記クライアント端末に、定期的に位置情報を取得するステップと、前記位
置情報のログを記憶するステップと、前記投稿情報に投稿者のユーザ情報と前記ログを添
付して前記クライアント端末より送信するステップと、を実行させ、前記サーバに、前記
サーバは前記クライアント端末より送信される投稿情報と位置情報のログを受信し、前記
ログと投稿情報対象の施設の位置情報とに基づき前記投稿情報の信頼度を評価する信頼度
評価ステップと、を実行させるコンピュータ・プログラム。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　（１５）の発明は、プログラムに関するものである。これらのプログラムをクライアン
ト端末、サーバに読み込ませて動作させることにより（５）の発明と同様な作用効果を得
ることができる。
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